
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  純損失の繰戻し還付 

Ｑ：去年が黒字申告で、今年が損失の場合、

損失を前年に含めて計算する制度があるそう

ですが、どのような内容なのですか？  

 

Ａ：純損失の繰戻し還付というものです。 

【解説】 

所得税では、青色申告者については、損益

通算をしてもなお赤字である場合には、その

赤字を前年に繰り戻すことができ、前年に所

得税を納めていた場合には、税金の還付を受

けることができるとしています。これを純損

失の繰戻し還付といいます。 

損失を繰り戻す場合には、その繰り戻す損

失の内容により、総所得金額の損失の繰戻し

金額を前年の課税総所得金額と通算して計算

することになりますが、赤字を前年に繰り戻

すには、当然、前年が黒字でなければならず、

繰り戻せる金額は、前年の所得金額が限度と

なります。 

また、繰戻しによる還付は、純損失の生じ

た年分の確定申告書の提出期限までにその申

告書の提出と同時に行わなければならず、純

損失の繰戻しによる還付請求をしなかった場

合には、その純損失の金額は、翌年分以降に

繰り越されることになります。 

なお、申告をする場合には、計算した還付

請求書を申告書に提出しなければなりません

が、この還付請求書の提出があった場合には、

税務署長がその内容を調査することになって

いますので、注意のうえ申告するようにして

ください。 

Ｒ Ｅ Ｄ Ａ Ｓ   Ａ
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

 

１９９４年 １月 ６日 創 刊 ・毎 日 発 行  

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２００７年）平成１９年  金曜日   １１ 月   日 

 
９

発行所 株式会社 
大阪市中央区備後町２－４－６ 
編集発行人：税理士 三輪 厚二  

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

 

3 3 ９ 4  

 

号 


